
「
太
っ
て
い
る
＝
メ
タ
ボ
」で
は
な
い

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
メ
タ

ボ
）
は
、
内
臓
の
周
り
に
脂
肪
が
溜
ま
る

内
臓
脂
肪
型
肥
満
に
加
え
、
高
血
糖
、
脂

質
異
常
、
高
血
圧
と
い
う
危
険
因
子
を
２

つ
以
上
持
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
で
す
。

危
険
因
子
が
１
つ
の
場
合
は
メ
タ
ボ
予
備

軍
と
言
わ
れ
ま
す
。
メ
タ
ボ
に
な
る
と
、

糖
尿
病
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
習
慣
病
に

な
り
や
す
く
、
心
疾
患
や
脳
血
管
疾
患
と

い
っ
た
血
管
の
病
気
に
つ
な
が
り
や
す
く

な
り
ま
す
。

　

生
活
習
慣
病
は
自
覚
症
状
の
な
い
ま
ま

進
行
す
る
の
が
特
徴
で
す
。
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
食
生
活
や
適
度
な
運
動
習
慣
を
身

に
付
け
る
こ
と
で
、
生
活
習
慣
病
の
発
症

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
健
診
を
受
診

し
て
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
役
立
て
ま

し
ょ
う
。

健
診（
無
料
）

◉
対
象
者

【
特
定
健
康
診
査
】

40
歳
～
74
歳
の
都
城
市
国
民
健
康
保
険
加

入
者

【
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
】

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

◉
受
診
期
間　
６
月
１
日
㈫
～
10
月
30
日
㈯

◉
受
診
場
所　
指
定
の
医
療
機
関

◉
検
査
項
目　
身
体
計
測
・
血
圧
・
尿
検

査
・
血
液
検
査
な
ど

◉
受
診
方
法

　

健
康
診
査
の
対
象
者
に
は
、
５
月
末

ま
で
に
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」
ま
た

は
「
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
受
診
券
」
を

送
付
し
ま
す
。
問
診
票
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
受
診
券
と
被
保
険
者
証
を
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
示
く
だ
さ
い
。

※�

昨
年
の
健
診
結
果
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
受
診
時
に
持
参
く
だ
さ
い

◉
そ
の
他　
生
活
習
慣
病
な
ど
で
通
院
中

の
人
は
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
受
診

く
だ
さ
い
。

◉
注
意

●�
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
施
設
に
入

所
し
て
い
る
人
や
６
カ
月
以
上
入
院
し

て
い
る
人
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

国
民
健
康
保
険
の
日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク

と
重
複
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

●�

受
診
期
間
が
終
わ
る
10
月
は
、
例
年
受

診
者
が
多
く
、
市
か
ら
の
結
果
の
発
送

に
も
時
間
を
要
し
ま
す
。
早
め
に
受
診

く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
な
ど（
国
民
健
康
保
険・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
以
外
）の
人

　

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
保
険
者
が
実
施
す

る
健
康
診
査
を
受
診
く
だ
さ
い
。

肝
心
な
の
は
、
健
診
を
受
け
た
後

　

健
診
結
果
を
見
て
、
自
分
の
体
の
変
化

に
気
付
く
こ
と
が
大
切
で
す
。　

　

健
診
を
き
っ
か
け
に
「
太
っ
た
の
は
食

べ
す
ぎ
が
原
因
か
な
」「
運
動
を
始
め
よ

う
か
な
」
な
ど
生
活
習
慣
を
振
り
返
り
、

健
康
づ
く
り
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
、
保
健
師
や
管
理
栄
養
士
、
看

護
師
な
ど
の
専
門
職
が
、
一
人
一
人
に
合

わ
せ
た
健
康
づ
く
り
の
お
手
伝
い
を
す
る

「
保
健
指
導
」
を
無
料
で
行
っ
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
、
活
用
く
だ
さ
い
。

最近お腹が出てきたけど、

それ、メタボ？
無料の健診受けっみらんね
　生活習慣病予防のために、メタボリックシンドロームに　生活習慣病予防のために、メタボリックシンドロームに
着目した健診を行います。年に1回必ず受診し、健康づくり着目した健診を行います。年に1回必ず受診し、健康づくり
の第一歩にしましょう。�の第一歩にしましょう。�

◎問い合わせ　健康課　☎23-2765◎問い合わせ　健康課　☎23-2765

メタボリックシンドロームの診断基準
●内臓脂肪型肥満
　腹囲　男性85cm以上
　　　　女性90cm以上
（内臓脂肪面積100㎠以上に相当）
※上記に加え、以下の２項目以上が該当
１項目が該当する場合は予備軍
●高血糖
　空腹時血糖　110mg/dl以上
●脂質異常
　中性脂肪　　150mg/dl以上　または
　HDLコレステロール　40mg/dl未満
●高血圧
　収縮期血圧　130mmHg以上　または
　拡張期血圧　85mmHg以上
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